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           香芝市教育委員会教育長  小 西 友 □ 

香芝市教育委員会規則第４号 

   香芝市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則 

 香芝市学校給食費徴収規則（平成２１年教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第１号中「幼稚園」を「香芝市立幼稚園設置条例（昭和４６年条例第

１４号）第２条に規定する幼稚園（以下「幼稚園」という。）」に改め、同条

第２号中「小学校」を「香芝市立学校条例（昭和３９年条例第１５号）第２条

に規定する小学校（以下「小学校」という。）」に改め、同条第３号中「中学

校」を「香芝市立学校条例第２条に規定する中学校（以下「中学校」という。

）」に改める。 

第３条第１項ただし書中「別に」を「、別に」に改め、同項第１号中「２，

９００円」を「３，５００円」に改め、同項第２号及び第３号中「４，５００

円」を「５，５００円」に改める。 

 附則に次の２項を加える。 

 （幼稚園の学校給食費の額の特例） 

５ 幼稚園の学校給食費の額は、第３条第１項第１号の規定にかかわらず、当

分の間、月額２，９００円とする。 

 （令和８年４月分以後の小学校及び中学校の学校給食費の額の特例） 

６ 令和８年４月分以後の小学校及び中学校の学校給食費の額は、第３条の規

定にかかわらず、当分の間、０円とする。ただし、生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）第１３条の教育扶助のうち、学校給食費に係るものの支給

を受けている保護者が負担する小学校の学校給食費の額については、別に定

める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


